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はじめに

　20世紀後半，開発途上諸国を取り巻く経済環境が大きく変化した。援助を

行う側の論理によって政策を決定せざるを得ないような状況が増え，グロー

バル化の進展とともに激化する国際競争の下で，主体的に経済を成長経路に

乗せることがより困難になってきた。財政運営に特に大きな影響を与えたと

考えられる環境の「変化」に目を向けると，議会と行政が市民を管理する垂

直方向の支配を意味する「ガバメント（government）」から，政府と市民社

会が対等な関係で水平方向の共治（監視）を行うという意味の「ガバナンス

（governance）」をより重視する方向へと制度設計の枠組みが移行してきたこ

とが挙げられる。1990年代以降，ガバナンスの改善が健全な財政運営，ひい

ては持続的な経済成長を実現するために必要不可欠であるとの認識が広く共

有されている（澤井［2005］）。

　このような方向性の転換は，1970年代後半から80年代にかけて，欧米諸国

で税収不足などの財政的な制約から社会保障システムが機能不全に陥る危険

性が指摘されたことに端を発する。福祉国家として過剰な肥大化を続けてい

た政府の役割や機能が見直され，それまで国家を運営してきた官僚制支配に

対する不信感も次第に強まった。その結果，中央政府・地方政府・企業・市

民などのさまざまな利害関係者が対等な立場で協力して意思決定を行い，政
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策を実施することの重要性が認識された（中邨［2007］）。

　一方，累積債務問題を契機として1980年代に採用された構造調整プログラ

ムの多くが失敗に終わり，成果の乏しい停滞感から先進諸国が「援助疲れ」

に陥るなか，冷戦終結によって開発援助の位置づけが変化すると，ガバナン

スの質の向上が政策課題として被援助国側にも求められるようになる。とく

に，1997年のアジア通貨危機によって「クローニー・キャピタリズム（crony 

capitalism）」と呼ばれる構造的脆弱性が東アジア諸国で露見すると，世界銀

行や IMFは持続的な経済発展と開発援助の効率性に関するガバナンス問題

を盛んに議論するようになり，法の支配，人権の保障，地方自治と適切な分

権化，腐敗のない統治などの実現に向けた取り組みに注力するようになっ

た⑴（大内［2004］，加藤［2004］，下村［1998］）。

　さらに2000年代以降，企業の社会的責任（corporate social responsibility: 

CSR）が重要視されるにつれ，企業活動，とくに政治関連活動に対する監視

が厳しくなった。このような動きの背景には，経済のグローバル化に伴う多

国籍企業の影響力の増大が，国家や政府という枠組みでの管理を困難にして

きたこと，環境や社会問題に対する企業姿勢に関心が寄せられるようになっ

てきたことなどがあると言える。前者の例として，冷戦後のパワー・バラン

ス下で米国における企業のロビー活動が世界経済の動向に大きな影響を与え

る可能性が指摘されており，後者の例として，企業活動が影響を受ける分野

において，規制抑止や骨抜きのためのロビー活動が行われる可能性が指摘さ

れている（待場［2005］）。このような動きは今後，開発途上諸国にも広く波

及していくと考えられる。

　本章では，以上のような状況下で実施されてきた，もしくはこれから実施

されるであろう制度変更のうち，特に財政運営との関連性が高いと思われる

3種類についてマクロ経済効果を分析し，経済成長および厚生水準の観点か

ら評価を行う。その際，これまで十分に考察されてこなかった制度変更後の

経済の動学的移行経路についても分析を試みる。分析対象とする 3種類の制

度変更とは，（a）地方分権化（公共事業支出に占める地方政府の割合増加），（b）



第 8章　財政ガバナンスに関するマクロ経済分析　231

企業が行うロビー活動や献金への規制，および（c）（公共事業および企業献金

に関する）汚職の抑制である。健全な財政運営を実現するためには，与えら

れた税制度の下で徴収されるべき税が漏れなく徴収され，必要とされる場所

に無駄なく予算が配分されることが必要となる⑵。ここでは，中央政府と地

方政府の間での予算配分に影響を与えるものとして地方分権化を，利益集団

間の効率的な予算配分を歪める働きを持つもの，もしくは効率的な予算配分

達成のために資源浪費を発生させる可能性のあるものとして企業献金を，無

駄のない効率的な支出を阻害するものとして公共事業実施時に発生する汚職

を，そして，効率的な徴税を阻害するものとして企業献金に関わる汚職を考

えることとする。

　上記要素に関係する資金の流れを明示的に取り扱うため，公共事業予算の

配分および公共投資財の調達が行われる際の構造的な金権腐敗体質を前提と

して分析モデルを設計した。この経済には，公共事業に関する決定権を持つ

者とその意思決定に影響を与える取り巻き（crony）が存在し，特定のグルー

プに利益を誘導する報酬として受け取る合法および非合法の献金（もしくは

賄賂），および不正流用や横領などで詐取した財政資金の一部を仲間内で分

配し，所得を形成する⑶。意思決定に影響を与える方法は政治力やコネの利

用に限らず，暴力の行使や恫喝を含めて考えても良い。本章では，政治家・

官僚・財界・暴力組織などの複合体によって重要な意思決定が独占的および

差別的に行われる一方で，援助機関や市民団体などが主導するガバナンスの

改善努力によって上記 3種類の制度変更が生じる状況を想定する。汚職抑制

のケースでは，インドネシアにおける汚職撲滅委員会（Komisi Pemberantasan 

Korupsi: KPK）の設立（2003年12月）や，ベトナムにおける汚職防止法の成立

（2006年 6月発効）などの例が挙げられる⑷。

　第 1節では，経済成長の観点から地方分権化，汚職，政策への関与，およ

び政治体制について論じた先行研究について紹介する。続く第 2節では分析

モデルの基本設定や仮定について紹介し，第 3節では 3種類の制度変更がマ

クロ経済に与える効果を分析する。最後に主要な発見をまとめ，今後の展望
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を行う。

第 1節　ガバナンスの諸要素と経済成長に関する先行研究

　本節では，地方分権化，汚職，政策への関与，および政治体制について，

経済成長との関連を考察している先行研究を展望する。次節以降で述べるモ

デルではこれら文献を参考に，従来の分析では不十分であったと考えられる

点の修正に努めた。

1．地方分権化と経済成長

　過去半世紀以上にわたり，数多くの研究者が地方分権の問題に取り組んで

きた。経済学（財政学）の分野における地方分権化の意義は，公共財の供給

を通じた効率的な資源配分の達成にあると言える。効率性の観点から最適な

地方分権化レベルについて考察した研究は多数にのぼるが，なかでも Arca-

lean et al.［2007］は，（a）インフラストラクチャー関連支出の生産性に地域

格差がない場合には，歳入と歳出の完全な中央集権化，（b）地域間の生産性

に限定的な差異がある場合には，中央が設定する税率の下で各地方が支出割

合を決定する方法，（c）生産性の地域格差が大きな場合は歳入と歳出の完全

な地方分権化が，それぞれ最適な制度選択であることを示した⑸。また，地

方分権化の下で経済の長期的な生産レベルは最大化されるが，厚生水準は中

央集権下で実現されるレベルより低くなると報告されており興味深い。

　地方分権化の進展が経済成長に与える効果に関する実証研究では，相反す

る結果が出ており，統一的な見解を得るには至っていない。Davoodi and Zou

［1998］は，1970～1989年の46カ国に関するデータを利用して分析を行い，

開発途上国では分権化が経済成長に対する負の効果を持ち，逆に先進国では

正の効果を持つことを報告した。このような結果を得た理由として，地方政
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府の支出におけるインフラ関連支出と福利厚生関連支出が分離できていない

ことが挙げられている。Zhang and Zou［1998］も，中国の地方分権化と経

済成長に負の関係を示す結果を得ている。1986～1992年の28省に関するデー

タを用いた分析は，同国が持続的な高度成長を遂げる1990年代後半以降のデ

ータを加えることにより，異なる結果を与える可能性がある。一方，Lin 

and Liu［2000］は中国に関して正の関係を示す結果を得ている。ただし，

Iimi［2005］の指摘では，内生性の問題が解決されておらず，推定結果にバ

イアスが生じている可能性が高い。その Iimi［2005］は，1997～2001年の51

カ国に関するデータをもとに，政府支出に占める地方の割合と 1人当たり

GDP成長率が正の関係にあることを示した。

　Oates［1993］は，地方分権化が経済効率性の向上を通して経済成長を促

すというよりも，経済成長が分権化のメリットを十分に享受できるように環

境を整備すると考えられる事例が多いことを指摘し，分権化によって経済成

長を実現するための条件を示すとともに，それらの多くが途上国には高いハ

ードルになり得る可能性を示唆している。石塚［2004］は同様の指摘ととも

に，必ずしも世界的に地方分権化が進められているわけではなく，地方政府

の規模が縮小しているケースも少なくないことを示している。また，山下

［2005］は地方分権によって汚職が地方化および小規模化し，かえって汚職

の抑制効果が下がるケースがあることを指摘している⑹。

2．汚職と経済成長

　公的な手続きや政策によって作り出されるさまざまな歪みを回避し，効率

性を向上させるためのセカンド・ベストの選択として汚職が発生するという

考え方がある。そのような汚職メカニズムのプラスの側面を理論的に明らか

にしようと試みる諸研究のなかでも重要なものに，Lui［1985］による「待

ち行列モデル（Queue Model）」，および Beck and Maher［1986］ による「競売

モデル（Auction Model）」がある。待ち行列モデルは，事業の開始に必要な
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ライセンスを発給する官僚とその前に列を作る起業家を想定し，待ち時間に

最高値を付けて賄賂として支払う起業家にライセンスが与えられると考えた。

このルールの下では，列に並ぶ時間的コストが最小化されることとなる。一

方，競売モデルの下で競争入札を行ったとしても，汚職が行われた場合と同

じ起業家に同じ価格でライセンスが落札される。なぜなら，最多の賄賂を支

払った者にライセンスが供与されるからである。これらに加え，Shleifer and 

Vishny［1994］は政治家と民間部門間の資源配分について考察した。賄賂は

政治的動機に基づいて行われる資源配分（収奪など）の非効率性の一部を民

間部門が買い上げることを意味し，それによって資源配分の効率性が上昇す

るとしている。

　一方 Tanzi［2002］や Aidt［2003］は，これら各モデルの実証分析結果が

思わしくないことについて，仮定の不備を指摘している。例えば，政府の失

敗による非効率性は実際には内生的なものであり，汚職の発生と独立ではな

い。公的手続きや政策実施の際に発生する非効率は収賄目的で官僚が意図的

に作り出すことも多く，彼らが収賄を続けるためにそれらを放置し続けるこ

とはあっても，政府の失敗を減らすという本来の目的が果たされることはあ

まり期待できない。

　他の例に，もっとも多額の賄賂を支払うのはレント・シーキングにおいて

最も成功した者であり，経済的に効率的な者である必要はないということが

ある。そして，伝統的な腐敗社会では社会的生産力のある才能がレント・シ

ーキング活動に使われることが多く，人的資本が非効率的に利用されること

になる。

　さらに，汚職の隠蔽や汚職仲間を探すために資源が浪費される場合もある。

Aidt［2003］の指摘では，そのような資源の浪費がある限り汚職が行われる

ケースが競争入札と同値性を持つことはできない。さらに，入札によって得

られる収入を公的サービス供給や税負担軽減に利用する機会を失うことに繋

がるという。

　その Aidt［2003］は，汚職のパターンを（a）効率性実現型汚職，（b）制
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度デザイナーが慈善的な場合の汚職，（c）制度デザイナーが慈善的でない場

合の汚職，および（d）自己強化型汚職の 4つに分類し，税の徴収およびラ

イセンス発給の例を応用しながら，先行研究によって明らかになった汚職の

メカニズムを展望している⑺。特に（d）に関して，発生件数を減らすための

汚職抑止政策が有効である一方で，腐敗政治家や腐敗市民が行う政治改革で

は抑止策が導入される可能性が低く，汚職抑止には強力な意志が必要である

と強調する。

　実証研究の分野では，Mauro［1995］が先駆的研究として名高い。1971～

1979年に関する57カ国，1980～83年に関する68カ国の汚職指数と 1人当たり

GDP成長率のデータを利用し，汚職の抑制が経済成長率を決定的に上昇さ

せる効果を持つことを示した。その後，数々の分析手法上の問題点を克服し

つつ，多くの実証研究が行われた⑻。例えば Rock and Bonnet［2004］は，

Business International，Transparency International，Maryland大学 IRISセン

ター，および世界銀行が発表する汚職指数データを利用し，多くの途上国で

汚職が投資を阻害して経済成長を減速させる一方，東アジア諸国（インドネ

シア，韓国，タイ，中国，および日本）では汚職が経済成長を大幅に加速させ

る効果を持つことを示した。Akai et al.［2005］は，汚職が経済成長に与え

る短期的効果が分析結果にバイアスを生じさせることを指摘し，そのような

問題を除去したアメリカ合衆国に関する州レベルのデータを用いて分析を行

い，汚職が「中長期的視点から見た経済および社会成長に対する最大の障害

の一つ」であることを示した。また，Aidt et al.［2006］は，政治制度の質

が高い経済では成長への汚職の負のインパクトが大きくなる一方で，質の低

い経済ではインパクトが小さく，汚職が成長をそれほど阻害しないことを示

した。

　公共事業や財政などに焦点を絞った実証研究では，Mauro［1998］が汚職

の発生件数と公共事業の種類に関する分析を行っており，大規模なインフラ

建設事業が多いほど汚職の発生件数も増加する傾向があることを明らかにし

た。Tanzi and Davoodi［2002a］は汚職と税制度の関係について分析しており，
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汚職が各種税収を低下させること，汚職発生率の高い国では総税収に占める

間接税の割合が増加すること，早期に付加価値税を導入した国では汚職の発

生率が低いことなどを示している。公共事業と汚職の関係について分析した 

Tanzi and Davoodi［2002b］は，汚職が公共事業の生産性や既存インフラの

質を下げること，公共事業とは無関係の公務員給与の支払いを増加させるこ

と，政府収入の減少を通して経済成長を減速させる効果を持つことを明らか

にした。

3．政策関与と経済成長

　圧力団体などの利益集団による政策への関与の問題に関する理論的基礎は，

Olson［1965，1982］および Becker［1983］に負うところが大きい。Olson

は圧力団体の形成メカニズムを分析し，ロビー活動によって一部の集団にの

み利益が誘導される一方で，政策の歪みが生むコストは経済全体で負担され

ること，政治的ロビー活動が経済成長に負の効果を持つことを明らかにし，

圧力団体数の増加とともに経済が衰退していく過程について考察した。一方，

Beckerは政治的影響力獲得のための圧力団体間の競争について考察し，よ

り効率的に政治的圧力を行使できる集団は納税額を減らし補助金の受け取り

を増額できること，政治的に成功した集団は彼らが受け取る補助金をファイ

ナンスするために課税される集団に比べて小規模であること，圧力団体間の

競争は税制度の効率性を上げる効果を持つことなどを明らかにした。

　その後，Clark［1997］が公的予算の配分をめぐる圧力団体間の政策関与

競争について考察し，初期の予算配分計画や団体の活動資金の多寡などが重

要な要素であることを示した。経済成長との関連では，Mohtadi and Roe

［1998］が民間資本に対する公的資本の割合が多い場合にロビー活動に関す

る支出の割合が高くなること，および社会的に望ましいロビー活動の水準が

存在する可能性があることを指摘した。利益誘導型政治のメカニズムに関し

ては，Grossman and Helpman［2001］が包括的な分析を提供している。
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4．政治体制と経済成長

　政治体制は政策関与や汚職の問題とも密接な関係を持つため，上記の文献

にも政治体制に言及し説明を加えたものも多いが，ここでは Olson［2000］

を紹介する⑼。Olsonは政治体制を（a）専制君主制（tyranny），（b）無政府状

態（anarchy），および（c）民主主義体制（democracy）の 3種類に区別し，経

済との関わり方を分析した。無政府状態の下では「徘徊する盗賊（roving 

bandit）」が短期間に最大限の略奪を行い何も経済的にプラスの影響をもたら

さないのに対し，専制君主制の下では専制君主という「定住する盗賊（sta-

tionary bandit）」が長期にわたって権力を握り，定期的な徴税による収入を得

るという目的の下で，外部の盗賊から市民の生命や財産を守り経済的成功を

支援する状況が考察される。そして，徘徊する盗賊から定住する盗賊への変

化が文明の開化であり，民主主義社会に繋がるとした。Acemoglu and Robin-

son［2006］は，そのような政治体制の変遷に経済学的な理由付けを行って

いる。

第 2節　モデル

　本節では，（a）地方分権化（公共事業支出に占める地方政府の割合増加），（b）

企業のロビー活動や献金への規制，および（c）（公共事業および企業献金に関

する）汚職の抑制という開発途上国にとって重要であり，かつ財政運営との

関連性が高いと考えられる制度変更がマクロ経済に与える効果を分析するた

めに開発したモデルについて，概要を説明する。構造的な金権腐敗体質を前

提としてモデルを設計したことは既に述べたが，Akai et al.［2005］が経済

成長に対して汚職が持つ短期的効果と長期的効果を区別することの重要性を

指摘している点に留意し，制度変更後の経済の動学的移行経路に関する分析
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を第一の目標としてモデルを開発した⑽。そのため，汚職や政策関与のプロ

セスによって生じる所得移転に注目してモデル化し，経済分析モデルとして

の簡潔性を保つようにした⑾。

1．想定環境

　複数のグループ（ケースによっては地方）（i＝1,…,m）が存在する小国を考

える。各グループは統一意思を持つ政治家・官僚・企業・労働者などの複合

体であり，グループ内限定のサービスを生み出す公的資本 Giを蓄積するた

めの投資予算 G
4

iの獲得を目的として，政策決定に影響力を持つエリートに

対するロビー活動を行う⑿。各グループでは労働力 Li，民間資本 Ki，グルー

プ毎に蓄積される公的資本 Gi，および中央政府によって蓄積される公的資

本 Hを投入要素として Qiの財が生産される。Giと Hは無償で利用でき，そ

れぞれの蓄積は生産性を向上させる働きを持つ一方で，売上げ Qiの一部は

ロビー活動の際に合法および非合法の献金 Biとしてエリートに移転される。

その際，他グループの選択を所与として，自グループに属する企業の価値を

最大化するような G
4

iが獲得できる水準に Biが決定されるものとする。さら

に，献金のうち帳簿操作などによって捻出される非合法献金の割合を hとし，

そのような闇献金 hBi分が法人税課税時の課税ベースから控除されてしまう

と仮定する。つまり，闇献金によって srhBi分だけ脱税されることになり，

法人税収は減少する。

　この経済には一般市民およびエリートからなる 2種類の家計が存在し，そ

れぞれの人口規模を Lおよび Eとする（同率 nで成長すると仮定）。一般市民

は，所有する労働力と民間資本の一部を生産要素として各グループ内の企業

に提供し，単位当たり賃金 wおよびレンタル料 rを得る。エリートは，公

共事業予算の配分に影響を与える手段を持つ者とその取り巻きであり，残り

の民間資本を所有して単位当たりレンタル料 rで企業に貸し出すことに加え，

各グループへの利益誘導の報酬として献金もしくは賄賂 Biを受け取るとと
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もに，公共投資財の調達資金となる公金の一部を詐取することで所得を形成

する⒀。ここでは，談合による価格の吊り上げや使用する資材の品質を下げ

ることなどによって，投資財価格に対する一定割合 d相当が不当にエリー

トの手に渡ると想定する。そして，これらの所得の下で 2種類の家計は貯蓄

計画を立て，消費を行う。

　中央政府は，法人税（税率 sr），給与所得税（税率 sw），および売上税（税

率 sp）から得られる税収のみを財源とする公共事業予算の一部を中央で確保

し，残りを各グループに分配する⒁。本分析では，各グループに移転される

公共事業予算の総額（中央が必要分を確保した残り）が全投資予算に占める割

合を政策変数 uとして外生的に取り扱う一方で，グループ移転分の各グルー

プ間配分率 ziは Biおよび Qiの関数として内生的に決定されるものとする。

そして，エリートは ziの決定に影響力を持ち，各種税率や uの決定には関

与できない。uを始めとする政策変数は，援助機関や市民団体などが主導す

るガバナンスの改善努力によって変化すると想定する。そして，それら外生

的な政策変数の変化が各種経済変数に与える影響を分析する。

　各グループで生産される財，および生産要素として投入される労働力と民

間資本は，それぞれ共通の市場にて取引されると仮定する。そのため，すべ

ての経済主体は同一の財および生産要素価格に直面しており，労働者と民間

資本はグループ間を自由に移動する。また，外国による資産保有を考慮しな

いため，家計が貯蓄によって保有する資産総額は，生産に利用される民間資

本ストックの価値に等しい。

2．基本設定

　エリートによる各グループ間の公共事業予算配分の決定，各グループにお

ける生産および投資計画の決定， 2種類の家計による消費および貯蓄計画の

決定に関する設定を見ていこう。モデル経済における資金フローを図 1にま

とめた。
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⑴エリートによる各グループ間の公共事業予算配分の決定⒂

　まず，本分析モデルで重要なポイントとなる公共事業予算のグループ間配

分について説明する（図 1中①部分）。毎期の公共事業予算のグループ移転分

の各グループ間配分率 ziが，各グループで生産される財の売上額 Qiに占め

る合法および非合法の献金額 Biの関数として以下のように決定されるもの

とする。

zit＝zi（Bit , Qit）≡
wix＋wri（ Lit

ent）e（ 1－s
rh

1－sr ）Bit

Qit  ［1］
｛wjx＋wrj（ Lit

ent）e（ 1－s
rh

1－sr ）Bjt

Qjt
｝

上式からも明らかな通り，Σi zi＝1となっている。ここで，献金 Biの絶対額

ではなく，税引き後売上額（1－sr）Qiに対する脱税分を差し引いた献金額（1

－srh）Biの割合が政策変更圧力を変化させると仮定していることに留意さ

れたい。モデルの複雑化を避けながら，小規模グループの方がより精力的か

つ効果的にロビー活動を展開するケースを考慮するための設定である。また，

献金額から脱税分を差し引くことにより，闇献金を受け取るリスクが献金効

果を下げる状況を考慮した。

　wiはあらかじめ与えられている予算配分であり，0＜wi＜1およびΣiwi＝1

を満たす。既得権益とも考えられるこの配分に加えて少しでも多くの予算を

獲得するため，もしくは予算規模を維持するため，各グループはエリートに

対するロビー活動を行う⒃。xは，ロビー活動によって生じる既得配分の変

更圧力（右辺分子部分第 2項の圧力関数で与えられる）の強さをコントロール

するパラメータである。予算の「硬さ」と考えても良い。x 0であり，値

が小さくなるにつれてロビー活動による政策変更がされやすく（予算がソフ

トに）なる。

　既得配分は，ロビー活動の効力自体にも影響を与える可能性がある。あら

m

∑
j＝1
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かじめ多くの予算配分を得ていることがエリートと強い繋がりを持つ結果だ

と考えるならば，エリートと太いパイプを持つグループとそうではないグル

ープが同じだけの働きかけを行った場合，より親密な関係にあるグループに

対する利益誘導が優先される可能性が高いのではないか。それを規定するた

めにパラメータ rを導入する。0 r 1を満たし，値が 1に近付くほど圧力

のかかり方が差別化される。

　そして（Lit/ent）eの部分は，ただ乗りが発生する可能性があることを示す。

本章では，各グループ内で生産に投入される労働者数（成長率 n）でグルー

プの規模を測り，大規模なグループほどただ乗りの発生率が高まるとした⒄。

ただ乗りが発生することによる圧力の割引率をパラメータeで捉え（0 e 1），

値が 0に近付くほどただ乗りによる圧力の損失が増加する。

⑵政府財政

　法人税（税率 sr），給与所得税（税率 sw），および売上税（税率 sp）から得

られる税収を財源として公共事業が行われる。各グループが蓄積する公的資

本の全ストックを G，中央政府が蓄積する公的資本のストックを Hとすると，

均衡財政下での収入と支出の関係を以下のように表現することができる。

　（1＋sp）（1＋d）（G
4

＋H
4

）＝sr（Q－wL－hB）＋swwL＋sp｛C＋K
4

＋（1＋d）（G
4

＋H
4

）｝

 ［ 2］

添え字が付加されていない変数は各グループなどを総合した経済全体の変数

を表し，Qは生産額（価格 1としているため，生産量でもある），Lは労働力，

Bは献金総額，Cは消費額（生産額と同様に消費量でもある）である。また，

H
4

は中央政府による公共事業である。［ 2］式は，左辺が公共事業支出，右

辺が税収を表す。左辺を見ると，公的資本として蓄積される投資財の購入価

格には，不正によって d分のマークアップが行われ，その後に sp分の売上

税が上乗せされている。右辺では，闇献金を捻出するための帳簿操作などに
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より srhBの法人税が脱税され，税収が減少していることに留意されたい。

　公共事業予算は，政策変数 uによって中央政府が投資する分と各グループ

に移転される分の配分が決定され，その後［ 1］式で与えられる配分率 zi

によって各グループに配分される。本章では，「グループ」を「地方」に読

み替え，uの増加で「地方分権化の進展」を表現する。

　G＝u（G＋H） ［ 3］

　Gi＝ziG ［ 4］

両式とも，本来ならばフローである新規投資分の G
4

および H
4

に関するもの

として定式化されるべきであろうが，［ 3］式では uが一定であるため初期

時点で G0＝u（G0＋H0）が成立していれば結果的に同じ値となること，また

［ 4］式で分析の複雑化を極力避けるためにストックでの調整を仮定する。

これにより，もしあるグループがエリートに対する献金の支払いをやめた場

合には，そのグループが蓄積してきた公的資本の一部に関する利用権が他の

グループに移転されてしまい，以後利用できなくなる可能性が生じる。

⑶生産技術

　各グループでは以下の Cobb-Douglas型技術に従って生産が行われると仮

定する。

　Qi＝∆L1－ai
i K ai

i（ Gi

Li
）1－ai（ H

Q）
b

 ［ 5］

aiは民間資本の投入シェアであり，0＜a＜1を満たす。一方，∆と bはすべ

てのグループで共通であり，∆は単位係数，bは中央政府によって蓄積され

る公的資本が生産に与える外部効果の強さを示すパラメータである（b＞0）。

まず，各グループによって蓄積される公的資本 Giはグループ内限定のサー
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ビスを生み出し，労働者 1人当たりの増加は Harrod中立的な生産性向上を

グループにもたらす。道路などのように，一定地域内で活動する労働者の増

加が混雑現象を引き起こす可能性を持つようなサービスを想定しているとも

考えられる。一方，中央政府によって増加される公的資本 Hが生み出すサ

ービスは経済全体に波及し，Hの所得 1単位当たりの蓄積は Hicks中立的な

生産性向上を経済全体にもたらす。ここでは，研究開発や情報通信技術の普

及などを想定し，企業は（H/Q）を所与のものとして行動する。

⑷各グループにおける生産および投資計画の決定

　各グループでは，企業が（地方）政治家や（地方）官僚など有力者の協力

を得ながら，より生産性を向上させるべくグループ内で公共事業が行われる

よう，各グループ間の公共事業予算配分の決定権を持つエリートに対してロ

ビー活動を行う。同時に企業は，賃金率 w，利子率 r，民間資本ストックの

初期値 Ki0，各グループで蓄積される公的資本ストックの総量 G，および経

済全体での生産量 Qを所与として，企業価値を最大化するように各期の民

間投資 Fi，民間資本ストック Ki，および生産 Qiの水準，合法および非合法

の献金額 Biを決定する。ここでのポイントは，あくまでも献金額 Biの決定

が企業価値の最大化という経営原則に則って行われることである。以上は，

次のような最大化問題として定式化できる⒅。

　maxʃ∞

0
｛（1－sr）（Qit－wt Lit）－（1－srh）Bit－（1＋sp）Fit｝e－∫ t

0 rsdsdt ［ 6］

　s. t.　Qi＝∆（ 1－uu ）
b（ G

Q）
b

G1－ai K ai
i｛zi（Bi, Qi）｝1－ai ［ 7］

K
4

i＝Fi ［ 8］

［ 8］式から明らかなように，民間資本の減耗は考慮していない。［ 7］式は，

［ 3］式と［ 4］式を利用して［ 5］式を書き直したものである。生産関数

から労働投入 Liが消去されていることに留意されたい。後々行う単純化に
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よって仮定の奇妙さは解消されるが，現時点では，企業は同一グループに存

在する労働力を所与として無条件に雇用すると考える。労働者は少しでも賃

金の高いグループに移動し，それはすべてのグループで賃金率 wが等しく

なるまで続く。グループ間で共通となった wはすべてのグループで 0利潤

が成立する水準に決まる。なお［ 1］式で示されているように ziは Biと Qi

の関数であり，各グループは他者の選択を所与とした Nash的行動を取ると

仮定する（図 1中②部分）。

　献金 Biのうち，非合法にエリートに渡る割合 hは経済全体で共通の値を

とると仮定する。本章では，会計監査の強化などによる「企業献金に関する

汚職の抑制」を，hの減少として表現する。

⑸ 2タイプの家計による消費および貯蓄計画の決定

　一般市民およびエリートからなる 2タイプの家計は共通の主観的割引率 q

を持ち，それぞれの消費の流列より効用を得る。

　ʃ∞

0
uo（co

t）e－（q－n）tdt ［ 9］

ここで，uoは瞬時的効用であり，添え字 oは一般市民（Lで表記）もしくは

エリート（Eで表記）を示す。［ 9］式は 1人当たりのタームで定式化したも

のであり，これまでのようなグループ当たりや経済全体で定式化したものと

は集計レベルが異なる点に留意されたい。

　一般市民家計は，賃金収入および所有資産から得られる利子収入をもとに，

消費と新規の貯蓄を行う。一方，エリート家計は所有資産から得られる利子

収入，各グループに属する企業からの献金や賄賂，公共投資財の調達に際し

て談合による価格の吊り上げや投資財の質を下げることなどで不正に入手し

た財政資金の一部を所得源としており，それらをもとに消費と新規の貯蓄を

行う。なお，本章では投資財価格に対する一定割合 d相当が不当にエリー

トの手に渡ると想定し，「公共事業に関する汚職の抑制」を dの減少として



246

表現する。以上について，一般市民とエリート，それぞれ 1人当たりのター

ムで定式化すると以下のようになる。

　a4 L＝（r－n）aL＋（1－sw）w－（1＋sp）cL ［10］

　a4 E＝（r－n）aE＋bE＋dE－（1＋sp）cE ［11］

ただし，bE＝B/E，dE＝D/E，そして D＝d（G
4

＋H
4

）である。

　一般市民とエリートは，［10］式もしくは［11］式と資産価値に関する横

断面条件を制約条件として，目的関数［ 9］を最大化するように各期の消費

coと資産 aoの水準を決定する。消費財の購入には税率 spの売上税，一般市

民の賃金収入には税率 swの給与所得税が課される（図 1中③部分）。

3．単純化

　ここまでの基本設定をもとに単純化を行う。すべてのグループが同質的で

対称だと仮定すると，各グループを同一のものとして扱うことが可能になり，

新しいパラメータを用いて献金支出を売上げの一定割合として再定義するこ

とができる⒆。

　まず，［ 1］式が以下のように変更される。

zt＝z（bt, qt）≡
（ 1m）x＋（ 1

m）
h＋e

Le0（ 1－s
rh

1－sr ）bt

qt ＝ 1  ［12］
m｛（ 1

m）x＋（ 1
m）

h＋e
Le0（ 1－s

rh
1－sr ）bt

qt
｝ m

他のグループより少しでも多くの予算を獲得するために各グループがロビー

活動を行う一方で，すべてのグループが同じ行動を取るため，最終的な公共

事業予算のグループ間配分は変化しない。既得権益の大きさもすべてのグル
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ープで同じである。何らかの理由により予算獲得競争が激化した場合には，

エリートに対する献金支出のみが増加する。各グループはあくまで競争的に

振る舞い，互いに協力しないものとする。

　次に，［ 6］式から［ 8］式までの各グループに属する企業の問題から得

られる，最適化のための 1階条件と［12］式を組み合わせることで，以下の

関係式を導出できる。

　b＝p（ 1－ sr

1－srh）q ［13］

ただし，pは L0，m，a，r，e，および xの組み合わせによって定義される

新しいパラメータであり，0 p＜1を満たす。内生変数や政策変数を含まな

いため，以後はこの pを用いて献金支出 bを売上げ qの一定割合として再

定義し，pの減少で「企業が行うロビー活動や献金への規制」を表現する。

第 3節　経済の動学システムと制度変更の経済効果

　本節ではまず，前節で解説した基本設定の下で導出される経済の動学的均

衡経路について述べる。その後，開発途上国において過去に実施されてきた，

もしくはこれから実施されると考えられる制度変更のうち，特に財政運営と

の関連性が高いと思われる（a）地方分権化（公共事業支出に占める地方政府

の割合増加），（b）企業が行うロビー活動や献金への規制，および（c）（公共

事業および企業献金に関する）汚職の抑制の 3種類が各種マクロ経済変数に与

える影響を分析する⒇。これらの制度変更は，援助機関や市民団体などが主

導するガバナンスの改善努力によって外生的に行われると想定する。
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1．動学的均衡経路

　一般市民およびエリートからなる 2タイプの家計に関して Cobb-Douglas

型の瞬時的効用関数 uo（co
t）≡ℓn cot を仮定し，家計の資産総額が民間資本スト

ックの価値に等しいこと，および経済全体の消費が C＝LcL＋EcEで計算され

ることを利用すると，［ 2］式，［ 3］式，［ 7］式，［ 8］式，［10］式から［13］

式までの各式，各グループに属する企業および各家計の問題に関する最適化

のための 1階条件を，経済レベルの関係式として集計および整理できる。そ

の結果，民間資本ストック K，各グループが蓄積する公的資本の総ストック

G，および経済全体の消費 Cの 3変数それぞれに関する 3本の微分方程式を

得る。そのうえで x≡G/Kおよび y≡C/Kと定義すれば，この経済の動学シ

ステムを xおよび yに関する 2本の微分方程式体系として記述することが可

能である。なお，定常状態では x4/x＝y4/y＝0が成立し，K，G，および Cが内

生的に決定される同率 c＊で成長する。非現実的でない一定の条件下で，こ

の定常均衡がユニークに決まる鞍点となることを証明することが可能である。

　以上の動学的均衡経路を描いたものが図 2の位相図である。民間資本スト

ックおよび公的資本ストックの初期値である K0と G0より x0が与えられ，そ

れに対応して定常均衡点に至る経路上に y0の値が決まる。その後，時間の経

過とともにこの経済は定常均衡点 Sに向かって成長していくが，成長経路

には 2通りある。xの均衡値 x＊よりも初期値 x0が小さい場合には xと yの値

が時間の経過とともに増加傾向を示し，逆に，均衡値 x＊よりも初期値 x0が

大きな場合には xと yは時間の経過とともに減少傾向を示す。前者は，初期

において公的資本ストックが民間資本に比べて少ないケースであり，後者は

公的資本が比較的多めにストックされているケースに該当する。図 2では公

的資本ストックと消費の対民間資本ストック比率の増減の方向性は一致して

おり， 3パターンの制度変更がマクロ経済に与え得る影響を考察できる。
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2． 3パターンの制度変更がマクロ経済に与える効果

　以下では，前項で挙げた 3種類の制度変更が各種マクロ経済変数に与える

影響を分析する。制度が変更される前の時点で経済が定常均衡点 S0上にあり，

K，G，および Cは同率 c＊0で成長する。そこに制度変更というショックが

与えられた場合に，各変数がどのような経路を通って新しい定常均衡点 S1

に至るのか，また，長期的な経済成長率および社会的厚生の水準にどのよう

な変化が生じ得るのかを考える。

⑴地方分権化（公共事業支出に占める地方政府の割合増加）

　ここでは，「グループ」を「地方」に読み替え，uの増加で「地方分権化

の進展」を表現する。まず，長期的な経済成長率 c＊の性質を調べることに

より，u uのとき dc＊/du 0が成立し，u＞uのとき dc＊/du＜0が成立する

q－n －
－＋

＋

x*－x

y*

x

y

0

S

x＝0˙

y＝0˙

図 2　動学的均衡経路

（出所）　 筆者作成。
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ことが分かる。ただし，u≡（1－a）/（1－a＋b）である。これは，u＝ uの時

に長期的な経済成長率 c＊が最大値を取ることを意味する21。

　続いて，xおよび yの定常均衡値 x＊および y＊の性質を調べる。 

（1－a）/（1－a＋b） u 1/（1＋b）の範囲内では，uが増加すると図 2におけ

る曲線 x4＝0および y4＝0がそれぞれ下方にシフトする（図 3）。まず，uの増

加により xが調整される前に yが下方にジャンプする。その後，新しい定常

均衡点 S1に至る経路に乗って xと yが徐々に増加する。xと yの成長率が正

値を取ることは，公的資本ストック Gおよび消費 Cの成長スピードが民間

資本ストック Kよりも速いことを意味する。また，新しい定常均衡点 S1に

おける政策変更後の長期的成長率 c＊1は，政策変更前の成長率 c＊0よりも低い

水準となる。

　次に，uの増加が Gおよび Cの成長率に与える影響を確認することで，K，

G，および Cの各変数に関する移行経路，つまり制度変更の短期的効果を見

x

y

0

x＝0˙

S0

S1

y＝0˙

図 3　u増加の効果

（出所）　 筆者作成。
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る（図 4）。uの増加というショックが与えられた直後に公的資本ストック G

の成長率は上昇し，その後，以前よりも低くなった長期的成長率 c＊1に向か

って徐々に成長率を下げていく。他方，民間資本ストック Kおよび消費 C

は制度変更直後に成長率を下げ，その後，新しい長期的成長率 c＊1に向かっ

て徐々に成長率を回復する。

　（1－a）/（1－a＋b） u 1/（1＋b）のケースにおいて，uの増加が上記のよ

うな効果を持つ理由を考えてみよう。まず，［ 7］式を経済全体で集計し Q

に関して整理したものを uで微分すると，dQ/du＜0となる。これは Kと G

の投入量が一定の時に uが増加すると生産量 Qが減少することを示してお

り，その結果，所得が減ることによって消費 Cが減少して貯蓄率も低下する。

これが，図 3における yの下方ジャンプ（Cの減少），および図 4における K

と Cの成長率低下である。一方，uの増加によって一時的とはいえ Gの成

長が加速するため，Kの成長率ほどには Qの成長率は低下しない。それが，

t0

c0
＊

c

c1
＊

G
G

C
C

K
K

図 4　K，G，Cの成長率に対する u増加の効果

（出所）　筆者作成。
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図 4において Cの成長率のほうが Kのものより高い水準にとどまる理由で

ある。

　それでは，uの増加が社会的厚生水準に与える影響を見てみよう。社会的

厚生水準をWとし，以下のように定義する。

　W≡ʃ∞

0
｛Ltu

L（cL
t）＋Etu

E（cE
t）｝e－（q－n）tdt ［14］

Cobb-Douglas型の瞬時的効用関数を仮定して得られた，一般市民およびエ

リート家計の問題に関する最適化のための 1階条件を利用すると，［14］式

を以下のように書き直すことができる。

　W＝ 1
q－n（L0ℓn cL

0＋E0ℓn cE
0）＋（L0＋E0）ʃ∞

0 ʃ
t

0
｛r（xs）－q｝dse－（q－n）tdt ［15］

ただし，r（x）は利子率（資本の単位当たりレンタル料）rを xの関数として解

き直したものである。［15］式で与えられるWを uで微分して u＝uで評価

することにより，最終的に以下の関係式を得る。

　 dWdu u＝u
＜0 ［16］

［16］式は，u＝uとなるポイントでは uはWに最大値を与える水準を超え

ていることを示す22。uは中央からの所得移転や税源移譲などによって地方

に配分される公共事業予算の割合であるから，長期的な経済成長率ではなく

家計の厚生水準を重視する場合には，中央寄りに公共事業予算を配分する方

がより望ましいことになる。

　なぜ，長期的な経済成長率を最大化する uのレベルでは，社会的厚生水準

は最大化されないのだろうか。長期的な経済成長率を高めるためには，一時
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的にでも貯蓄率を上げて民間資本ストックの成長を加速し，それに見合う公

的資本ストックが政府による強制的な貯蓄である税をもとに確保されねばな

らない。これは，将来の消費を増やすために現在の消費を我慢することを意

味する。一方，短期的な消費水準の変動を重視する通常のマクロ経済モデル

の枠組みの下では，［ 9］式や［14］式に見られるように，将来の消費より

も現在の消費の方が評価される。つまり，現在の消費を我慢して（もしくは

税によって強制的に我慢させられて）得られる将来消費の増加がかなり大きく

ない限り，現在の消費を優先させる方が厚生の観点からはより良い選択とな

る。長期的経済成長率が最大化されるポイントでは，厚生の観点から見て貯

蓄過剰となっているのである。

⑵企業が行うロビー活動や献金への規制

　次に，pの減少で「企業が行うロビー活動や献金への規制」を表現し，規

制の強化が各変数に与える影響を，先に見た uのケースと同様の手順に従っ

て見ていく。長期的な経済成長率 c＊の性質を調べてみると，p pのとき 

dc＊/dp 0が成立し，p＞pのとき dc＊/dp＜0が成立する。ただし，pは a，

b，sr，sw，および spによって定義される組み合わせによって定義され，p

＝pの時に pは長期的な経済成長率 c＊を最大化する。ただし，常に0＜p＜

1となるとは限らないため，p 0の場合には献金支出の割合 pを 0に抑える

ことで長期的成長率が最大化される一方で，p 1の場合には，可能な限り

献金支出の割合 pを増やすよう誘導することが，より高い長期的成長率を

実現する政策となる。このモデルでは，法人税率 srが給与所得税率 swより

も高く設定されており，かつ売上税率 spが高い水準にある場合には p 0，

逆に，給与所得税率 swが法人税率 srよりも高く設定されている場合には 

p 1となりやすい。従って，法人税率 srが給与所得税率 swよりも高く設定

されており，かつ売上税率 spが低い水準に抑えられている場合には，献金

支出の割合 pをうまく誘導して長期的な経済成長率 c＊を最大化できる可能

性が高くなる。この意味で，経済成長率の観点から見て最適な予算の「硬
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さ」や利益集団の数などが存在することになる。

　続いて xおよび yの定常均衡値 x＊および y＊の性質を調べると，法人税率

srが給与所得税率 swよりも高く設定されており，かつ売上税率 spが低い水

準に抑えられている場合に pが増加すると，図 2の曲線 x4＝0が下方に，y4＝0

が上方にシフトすることが分かる（図 5）。まず，pの増加により xが調整

される前に yが上方にジャンプする。その後，新しい定常均衡点 S1に至る

経路に乗って xと yが徐々に増加する。uのケースと同様，xと yの成長率

が正値を取ることは，公的資本ストック Gおよび消費 Cの成長スピードが

民間資本ストック Kよりも速いことを意味する。ただし，新しい定常均衡

点 S1における政策変更後の長期的成長率 c＊1の水準の高低は，pと pの大小

関係に依存して決まる。また，本章で扱うのはあくまで「企業が行うロビー

活動や献金への規制」の強化の経済効果であり，pの増加ではなく減少によ

って表現されるため，上記に関しては以後，逆転して考える必要があること

x

y

0

x＝0˙

S0

S1

y＝0˙

図 5　p増加の効果

（出所）　 筆者作成。
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に注意されたい。

　それでは，pの減少が Gおよび Cの成長率に与える影響を確認し，K，G，

および Cの各変数に関する移行経路について見る（図 6および図 7）。uの時

のように長期的成長率を最大化する uの値を下限とした条件下での議論でな

いため，pと pの大小関係によって 2通りの図を描くことができる。図 6で

は，p＜pとなる場合であり，pの減少というショックが与えられた直後に

公的資本ストック Gの成長率が下がり，その後，以前よりも低くなった長

期的成長率 c＊1に向かって徐々に成長率を回復していく。他方，民間資本ス

トック Kおよび消費 Cは制度変更直後に成長率を上げ，その後，新しい長

期的成長率 c＊1に向かって徐々に成長率を下げる。他方，図 7は p＜pとな

る場合である。制度変更直後に K，G，および Cの成長率が変化する方向は

p＜pのケースと同様であるが，新しい長期的成長率 c＊1が制度変更以前より

も高い水準となる。

t0

c0
＊

c

c1
＊

G
G

C
C

K
K

図 6　K，G，Cの成長率に対する p減少の効果（p＜pのケース）

（出所）　 筆者作成。
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　次に，長期的な経済成長率 c＊を最大化する pの水準 pが 0と 1の間の値

を取ると仮定し，pの増加が社会的厚生の水準に与える影響を見ていく。

［15］式で与えられるWを pで微分して p＝pで評価することにより，以下

の関係式を得る。

　 dWdp p＝p
＜0 ［17］

［17］式は，エリートが保有する資産規模が一般市民の資産規模を大幅に上

回るケース，もしくはエリートの人口規模が一般市民の人口に比べて極端に

少ないケースで成立する。開発途上国ではこのような状況がよく観察される。

そして，［17］式は p＝pとなるポイントにおいて pがWに最大値を与える

値を超えていることを示しており，Wに最大値を与える pの水準は pより

t0

c1
＊

c

c0
＊

G
G

C
C

K
K

図 7　K，G，Cの成長率に対する 減少の効果（p＜pのケース）

（出所）　 筆者作成。
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も低くなる。従って，長期的な経済成長率でなく家計の厚生水準を重視する

場合には，エリートに対する献金支出の割合を抑える方がより望ましい。そ

の意味で，援助機関や市民団体などの主導によるガバナンスの改善努力は厚

生水準の改善と整合的である。pの水準を低く抑える方法としては，予算の

「硬さ」を上げ，ロビー活動の有効性を下げることが考えられる。

　経済に存在する資産の多くをエリートが保有している場合を例にとり，各

変数の動きをまとめておこう。まず，献金支出の割合が減少することでエリ

ートの所得が減り，その結果，エリートの消費水準が抑えられる。他方，献

金支出の減少は一般市民家計の賃金所得を増加させ，民間資本の保有に対す

るリターン，つまり利子率の上昇をもたらす。その結果，エリート家計は消

費水準ほどには貯蓄を減らさず，一般市民家計も消費以上に貯蓄を増加させ

る。結果として，図 6および図 7で見られるように制度変更直後に民間資本

ストック Kおよび消費 Cの成長が加速し，特に前者の方が後者よりも高い

成長率となる。また，Kの蓄積スピードの加速に比べて消費 Cの伸びは低

いため，生産量 Qの増加は一定水準以下に抑えられる。それが公的資本ス

トック Gの成長率の低下によって実現される。

⑶（公共事業および企業献金に関する）汚職の抑制23

　それでは最後に，汚職の抑制が各変数に与える影響を見ていく。本章で扱

う汚職は，公共投資財調達時の不正による価格のマークアップ，および帳簿

操作などによって準備された裏金による闇献金と法人税の脱税である。そし

て，入札過程の監視強化などによる「公共事業に関する汚職の抑制」を d

の減少として，会計監査などの強化による「企業献金に関する汚職の抑制」

を hの減少として表現する。分析の結果，これら 2つの政策変数 dおよび h

を減少させる効果はまったく同じ方向性を示すことが判明したため，両変数

に関して同時に見ていく。まず，長期的な経済成長率 c＊の性質を調べると，

dc＊/dd＜0および dc＊/dh＜0となることが分かる。

　続いて，xおよび yの定常均衡値 x＊および y＊の性質を調べることで，図
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2の曲線 x4＝0および y4＝0が上方にシフトすることが分かる（図 8）。ただし，

パラメータ値や初期値の違いによって，x4＝0のシフト量に比べて y4＝0のシ

フト量が少ないケースでは，図 8では上方にジャンプしている yが下方にジ

ャンプしたり，新しい定常均衡点 S1における y＊の値が S0の時の値よりも小

さくなるケースが出てくる可能性がある。少なくとも，yがジャンプした後

に新しい定常均衡点 S1に至る経路に乗って xと yが徐々に減少するという方

向性には違いが生じないので，短期的効果の分析には問題は生じない。uや

pのケースとは逆に xと yの成長率が負値を取る場合は，公的資本ストック

Gおよび消費 Cの成長スピードが民間資本ストック Kよりも遅いことを意

味する。ただし，本章で扱うのはあくまで「汚職の抑制」強化の経済効果で

あり，dや hの減少によって表現するため，pのケースと同様に上記に関して

は逆転して考える必要がある。

　それでは，dもしくは hの減少が Gおよび Cの成長率に与える影響を確認

x

y

0

x＝0˙

S0

S1

y＝0˙

（出所）　 筆者作成。

図 8　dもしくは h 増加の効果
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し，K，G，および Cの各変数に関する移行経路を見ていく（図 9）。dもし

くは hの減少ショックが与えられた直後に公的資本ストック Gの成長率は

上昇し，その後，以前よりも高い長期的成長率 c＊1に向かって徐々に成長率

を下げていく。他方，民間資本ストック Kは制度変更直後に成長率を下げ，

その後，新しい長期的成長率 c＊1に向かって徐々に成長率を回復する。消費

Cの成長率は制度変更直後には変化せず，その後，徐々に新しい長期的成長

率 c＊1に向かって上昇する。

　dや hの減少が上記のような効果を持つ理由を考えてみよう。汚職によっ

て不当に失われる公金が減少し，公的資本ストック Gの成長率は上昇する。

その結果，制度変更直後の民間資本ストック Kの限界生産力が下がり，生

産時に投入される Kが減少する。ただし，汚職という国庫には入らない税

による歪みが経済から減少することで，長期的な経済成長率は制度変更前よ

りも必ず高い水準を達成する。

t0

c1
＊

c

c0
＊

G
G

C
C

K
K

（出所）　 筆者作成。

図 9　K，G，Cの成長率に対する dもしくは h減少の効果
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　次に，dもしくは hの増加が社会的厚生水準に与える効果を見よう。［15］

式で与えられるWを dで微分すると，以下の関係式を得る（hについては省

略）。

　 dW
dd ＜0 ［18］

［18］式は，dの増加が常に社会的厚生水準Wを低下させることを示す24。

従って，長期的な経済成長率および家計の厚生水準を向上させるには，dお

よび hのレベルを抑えることが望ましい。この意味で，援助機関や市民団

体などの主導によるガバナンスの改善努力および汚職防止活動は，経済成長

率の向上や厚生水準の改善と整合的である。

第 4節　主要な発見と今後の展望

　開発援助対象国におけるガバナンスの向上が多国間および二国間援助機関

によって重要視されるなか，開発途上国で過去に実施されてきた，もしくは

これから実施される可能性の高い制度変更のうち，特に財政運営との関連性

が高いと思われる 3種類に関するマクロ経済効果を分析し，経済成長および

厚生水準の観点からの評価を試みた。特に，これまで十分に考察されてこな

かった制度変更後の短期的効果と長期的効果を明確に区別し，経済の動学的

移行経路を考察した。その結果，（a）公共事業予算に関しては長期的な経済

成長率を最大化する地方への配分が存在する一方で，家計の厚生水準を最大

化する配分はそれよりも中央寄りであること，（b）企業が経営原理に則って

行うエリートへの献金には長期的な経済成長率を最大化できる支出割合が存

在し得るが，家計の厚生水準を重視する場合には献金支出の割合を抑える方

がより望ましいこと，そして（c）公共事業に関する入札過程の監視や会計
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監査の強化などの汚職防止活動が，長期的な経済成長率と家計の厚生水準の

両方を向上させる働きを持つことが明らかになった。

　今回の分析では，汚職や政策関与のメカニズムやプロセスに関して克明に

モデル化せず，それらのプロセスによって生じる所得移転のみを考慮したた

め，分析を精緻化する余地は大きい。また，Acamoglu and Robinson［2006: 

115-116］に準じた枠組みの下で，一般市民の厚生水準が100％評価されない

ような「歪んだ」社会的厚生指標を最大化するように各種税率（法人税，給

与所得税，および売上税など）が適用され，公共事業全体の予算規模が内生的

に決定されるケースを考察することも可能である。その場合，法人税と給与

所得税は一般市民とエリートの間の政治的力関係を反映して決定されるであ

ろう。

　冒頭で挙げたベトナムやインドネシアなど，本章で分析対象とした制度変

更が端緒についたばかりの開発途上諸国も多く，中央アジア諸国などいまだ

制度変更以前の調査段階にある国々も多く残されている。それら諸国の動向

を注意深く観察しながら，実証分析などの手段によってモデルの妥当性を確

認する可能性を検討していきたい。

〔注〕
⑴　クローニー・キャピタリズムに関しては，Kang［2002］が詳しい分析を行
っている。
⑵　実際には，税制度自体が政治的圧力の影響を受けて歪められ，特定の集団
が優遇されるよう各種税率が設定されているのではないかと疑われるケース
も多い。この点に関するモデル化および分析は将来の課題としたい。

⑶　このような金権腐敗体質は，大内［2004］による 4種の腐敗分類のうち，
第 2および第 3の型に分類されている。

⑷　インドネシア汚職撲滅委員会の活動については Husodo［2008］が詳しい。
また，Davidsen et al.［2008］がベトナムにおける汚職防止法実施の効果，お
よび法の実施によって新たに生じてきた問題に関してまとめている。

⑸　効率性の観点から最適な地方分権レベルについて論じた文献として，地方
公共財の最適供給および「足による投票」による消費者の地方間配分を分析
した Tiebout［1956］，地方公共財便益の他地域への波及効果がない場合には
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集権的かつ画一的な公共財供給よりも地方の需要に対応した分権的な公共財
供給の方がより効率的な資源配分を達成可能であること，逆に波及効果があ
る場合には波及の度合いと公共財に対する選好の地域差によって分権化の最
適レベルが変化することを「分権化定理」として定式化した Oates［1972］，
各地方で投票によって選出される代表者が意思決定を行うようなケースでも
「分権化定理」が成立することを示した Besley and Coate［2003］，同質的な地
方の下で中央政府が地方公共財とは異質の公共財を供給するケースについて
分析した Akai and Ihori［2002］などが挙げられる。

⑹　この点に関しては，筆者が2008年秋にインドネシアを調査訪問した際にも
あらゆる開発関係者や研究者が言及しており，問題の深刻さを感じさせる。
⑺　その他には，産業政策と汚職の発生水準の関係を考察した Ades and Di Tella

［1999］や権力維持のための投資と汚職の発生水準の関係を考察した Ehrlich 

and Lui［1999］，汚職と経済成長に関する複数均衡の存在可能性を示した 

Mauro［2002］，そして政治制度の質が異なる 2体制下での汚職と成長の関係
について考察した Aidt et al.［2006］などが興味深い理論モデルを提案してい
る。
⑻　分析手法だけでなく，データ自体にも問題が多いことがしばしば指摘され
てきた。例えば，汚職関連データとしてよく利用される世界銀行発表の「世
界ガバナンス指数（Worldwide Governance Indicators: WGI）」では，サーベイ
によるデータ収集時の質問が国，相手，および時間ごとにまったく異なるこ
と，また，要素の一部が報告ごとに異なるウェイトで算入されていることな
どが問題視されてきた。この点について，Kaufmann et al.［2007］が批判と
それに対する回答をまとめている。Transparency International による腐敗認識
指数（Corruption Perception Index: CPI）に関しては，NPO法人トランスペア 

レンシー・ジャパンが，調査対象が一定でないこと，時系列分析に適してい
ないことなどを公表している（トランスペアレンシー・ジャパン［2007］）。
このような問題を可能な限り回避したデータとして，ヨーロッパと中央アジ
ア地域を対象に世界銀行が欧州復興開発銀行と共同で行った「事業環境・企
業業績調査（Business Environment and Enterprise Performance Survey: BEEPS）」
に基づいて作成された指標がある。BEEPSを利用した分析には，Anderson 

and Gray［2006］などがある。
⑼　黒岩［2004］がより詳細な解説を行っており，一部用語の日本語訳は本章
でも使用した。
⑽　動学的［1990］をベースに分析モデルを設計した。
⑾　汚職や政策関与のメカニズム，およびプロセスを克明にモデル化したもの
ではない点に不満は残るが，問題への一次アプローチは提示できたと考える。

⑿　本章では，各グループ内で発生する可能性のある利害対立や政治的駆け引



第 8章　財政ガバナンスに関するマクロ経済分析　263

きを考慮しない。中央政府および複数のグループが互いに利害関係にあると
想定する。

⒀　エリートは経済のあらゆる場所に存在し，協力して政策に影響を与え，利
益誘導によって得た報酬を仲間内でキックバックしあうと想定する。政策へ
の関与手段は政治力やコネを利用するものに限らず，暴力の行使や恫喝など
によるものを含む。

⒁　 3種類の制度変更に関するマクロ経済効果を分析するにあたり，本章のモ
デル設定の下では法人税さえ考慮していれば同様の結果を得ることが可能で
ある。将来的なモデル拡張の際に重要な役割を果たすであろう給与所得税お
よび売上税を追加しているが，現状の設定の下で他種の税を追加しても定性
的な結果はそのまま成立する。同様の理由から，公債発行など税収以外の資
金調達は考慮せず，財政収支は常に均衡しているものと仮定する。

⒂　具体例として，国内各地の道路を補修もしくは新規に建設するケースを挙
げる。各国の公共事業計画担当機関では，管理システム（コンピュータ用ソ
フトウェア）を利用して道路や橋梁などの状態を把握し，補修の必要性や時
期などに関する判断を行っている。管理システムには，過去の補修暦や磨耗
の進行度などの状態に関するさまざまな情報が入力されており，それらの情
報をもとに作成された補修・建設計画に基づいて予算要求が行われる。一部
の国では，それらの情報をコントロール（虚偽の情報を入力）することによ
って特定地域に対する利益誘導を行うケースが観察される。例えば，舗装道
路の磨耗度を実際よりも大きく入力すれば，補修の必要性が高められ，該当
地域に補修予算が配分される。政治家からの要請や圧力によって官僚が虚偽
の情報を入力し，その報酬として地元企業などから政治家に渡る資金の一部
が官僚にも与えられる。管理システムに入力されている情報に各地域を選挙
地盤とする政治家の名前が含まれているケースもあり，官僚の方から政治家
にアプローチすることもあるという。本章のモデルでは，政治家と官僚はと
もにエリートに属しており，利益誘導の報酬である企業などからの資金が Bi

に相当する。そして，その資金は政治家と官僚の間で分配されると想定して
いる。

⒃　各グループは，獲得予算の絶対額ではなくグループ間の配分率 ziに関心を
持つと考える。例えば，uの変化によってグループ全体に配分される予算総額
が10％増加した場合，各グループの予算が10％ずつ増加しても予算を余分に
獲得したとは認識しない。この仮定により，ziを uとは独立の関数として定義
することが可能になる。
⒄　Olson［1982］のアイディアに従う。また，右辺分子部分第 2項で定義され
る圧力関数は Becker［1983］で仮定されている性質を満たす。

⒅　紙幅の制約を考慮し，横断面条件は省略した。
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⒆　 以降の議論においては，グループを区別していた下付き添え字 i（もしくは
j）は不要となるが，下付き添え字 i（もしくは j）付き大文字アルファベット
で表記してきた地方レベルでの変数と，添え字なし大文字アルファベットで
表記してきた経済レベルでの変数を区別するため，地方レベルの変数は添え
字なしの小文字アルファベットで表記する。上付き添え字 L（もしくは E）が
付けられた小文字アルファベットのタームは 1人当たりとする。
⒇　厳密な数式の展開などは紙幅の都合により割愛せざるを得なかったため，
本章では主に図を用いた説明を行う。

21　生産関数に含まれるシェア・パラメータと等しい水準に法人税率を設定す
ることで長期的な経済成長率を最大化できるとした，Barroルール（Barro

［1990］）と本質的に同じものである。
22　Futagami et al.［1993］は，Barroルール下では厚生水準を最大化できないこ
とを証明した。
23　道路や橋梁，エネルギー関連施設などの経済インフラ建設プロジェクトに
おいて，設備完成時点での品質を専門家に鑑定してもらい，実際に投入され
た資金総額で実現可能な品質と比較することを考えてみよう。正式な調査に
基づくものではないが，東南アジアの数カ国で関係者にインタビューを行っ
たところ，平均して約30％程度の品質低下が見られるという。非常に粗い議
論ではあるが，プロジェクトの実施過程で不正などによる資金漏洩が発生し
ており，その結果がすべて設備の品質低下に集約されて現れるのだと仮定す
ると，d＝1/（1－0.3）－1～～0.43と試算することができる。

24　dや hの増加が必ず社会的厚生水準Wを低下させることは，本章のモデル
では汚職が純粋にディストーションとしてのみ機能していることを示してい
る。設定上 0や 1といった極端な値を取りにくい予算配分に影響を与える働
きをする uや pに対し，dや hは効率的な徴税や支出を阻害するものとして
設定されていることに注意されたい。
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